
【法的責任】事故が発生した場合、民事責任や刑事責任を、指導者等
の個人または法人が問われることになります。一般的には民事責
任（損害賠償責任）が問われますが、死亡など重大な結果となっ
た場合は刑事責任も問われるケースがあります。

② 指導者等の責任

スポーツ活動における熱中症事故の防止

① 適切な予防措置

お問い合わせ：
スポーツ庁健康スポーツ課
電話：03-5253-4111（内線4140）

【事例】A市の少年野球チームの総監督Bは、試合に負けた罰としてC君ら選手
に投げ込みやダッシュなどを課した。C君は練習開始３時間後に倒れ、翌日
死亡。死因は熱中症。
民事責任について、Bが過失を認めて謝罪、賠償金約5,000万円で和解。
刑事責任について、Bは日没後の熱中症は予想できなかった、部員の判断で
自由に給水が許されていた等の理由から不起訴処分。
【出典】スポーツリスクマネジメントの実践 ースポーツ事故の防止と法的責任ー

（公益財団法人日本スポーツ協会）

 スポーツによる熱中症死亡事故は適切な予防措置を講ずれば
防げるものです。ひとたび事故が起きると人命が失われるだ
けでなく、指導者はその責任を問われ訴訟になる例もありま
す。熱中症の予防と、発生したときの応急処置方法を指導者
は身につけておきましょう。

 スポーツ活動中をはじめとして、依然として熱中症による被害が
多く発生しています。熱中症は、梅雨明け等の気温が急に上昇し
たとき、また、合宿初日や休み明け、あるいは低学年（特に新入
生）に多くみられます。いずれも、「体が暑さに慣れていない」
からです。

【暑熱順化】気温が高くなり始めたら、暑さに慣
れるまでの順化期間を設けましょう。順化期間
の最初は運動量を落とし、次第に負荷を高めて
行きます。
●気温が高くなり始める5～6月から開始します
●トレーニング開始から順化の効果が表れるまで５日間
を要します

●服装は汗の蒸発を妨げない服装が好ましいです

スポーツ
活動中の
熱中症予
防ガイド
ブック

 また、活動の場所や種類にかかわらず、暑さ指数（WBGT）に基づいて
活動中止を判断することも必要です。

 「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」
（公益財団法人日本スポーツ協会）等を参考とし
て、熱中症事故防止のための適切な措置を講じま
しょう。
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事例１
公益財団法人 日本スポーツ協会（JSPO）

2024年8月、JSPO日本スポーツ少年団、
鳥取県スポーツ少年団、全日本軟式野球
連盟は、主催する「第46回全国スポーツ少
年団軟式野球交流大会」において、子供
の健康と安全確保を図るため、計画段階
から、大会開催期間中を通じて熱中症の
危険性が高まる昼の時間帯を避けて開催
することを決定するなど、これまで以上の熱
中症対策を講じている。 ▲講じられた主な熱中症対策

① 試合開催時刻を午前の部(8:30～10:15)と
夕方の部(16:00～17:45)の2部制で実施

② 「試合開始前」と「各イニングの開始前」に
WBGT値を測定し、WBGT31℃以上となっ
た場合は試合を開始しない

③ 試合日前日に「熱中症警戒アラート」が発令
された場合は、翌日の全試合を中止

スポーツ庁では、令和6年度にスポーツ団体から得られた熱中症対策の取組についての情報を基に、以下の
とおり取組事例としてまとめました。中央競技団体・地域のスポーツ団体等にとって参考になる情報ですので、
関係者への幅広い共有をお願いいたします。

スポーツ団体における熱中症対策取組事例

公式HPでの熱中症対策の啓発・JSPO対応方針の策定
概要

開催後の課題等を踏まえた今後の大会運営に向けて
POINT ２

1

• JSPOでは、公式HPに「熱中症予防運動指針」や、「ス
ポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」等を掲示し、
スポーツ現場における熱中症事故を予防するための情
報提供や啓発を行っている。

• また、 2024年６月、JSPOが主催する事業においては、
WBGT値31℃以上の場合、スポーツ活動を原則中止
とすること等を定めた「スポーツ活動中の暑熱対策に関
するJSPO対応方針」を策定。→ ▲啓発教材

• 今大会では、開催地(鳥取県米子市)の過去のWBGT値を参考として事前に試合時刻を設
定していたが、会場での当日の実測値により予定時刻に開始できない試合もあった。

• 夕方の部(16:00～)の試合については、時間の経過とともに気温も下がることを想定していた
が、試合開始後にWBGT値が再び上昇する事態が生じ試合終了となった。その後、主催者
間で協議の上、当初のルールを変更し、以降の試合においては、試合中(各イニングの開始
前)にWBGT31℃を越えた時点で試合終了とはせず、中断・再測定を行う対応とした。

• WBGT値の影響を最小限に抑えるためには、ナイターでの試合実施を検討することも必要と
考えるが、それが可能となる開催地や開催時期を検討していかなければならない。

• 各イニング開始前にWBGT値の計測を実施したが、試合進行を一時的に止めてしまうことと
なり、子供が試合に集中することが難しい場面も見られた。

• これらを踏まえ、今後は、子供が熱中症の危険にさらされることなく、安心して試合に集中で
きるよう開催地や開催時期も含めた大会運営方針の検討、早期から開催地スポーツ少年
団との間で入念な打合せを行った上で大会を運営することが重要と考える。

全国スポーツ少年団軟式野球交流大会における熱中症対策の徹底
POINT １
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JFAでは、公式HPに「暑熱対策・水分補給」という
ページを設置し、熱中症対策に係る情報を
集約している。具体的には、独自に定めたガイドラ
インに加え、環境省や厚生労働省の公表資料等
を掲載している。さらに、医師監修のもと、熱中症
対策の方法を簡潔にまとめたオリジナル動画を作
成し掲載している。JFAでは、これらを通じて、全国
の地域組織における熱中症対策に取り組んでいる。

「熱中症対策ガイドライン」の改定
POINT １

公式HPでの特集やオリジナル動画作成による熱中症対策の啓発
概要

ガイドライン違反時の対応を条文に追加（地域組織への徹底）
POINT ２

事例２
公益財団法人 日本サッカー協会（JFA）

▲オリジナル動画

2

JFAでは、2016年に「熱中症対策ガイドラ
イン」を策定したが、当時と比較し昨今の
気温上昇・酷暑化が著しくなっていること
から、予防の啓発・注意喚起を周知徹底
し、厳重な熱中症対策を講じるため、
2024年5月にガイドラインを改定した。
ガイドラインでは、引き続き、大会・リーグ戦
等の試合時のみならず、日常のトレーニン
グ等における対策・予防を講じることを求め
ている。また、理解促進につながるよう、イ
ラストを用いた改正概要を作成した。

▲ 主な改正の概要

• 試合においては、現行のガイドラインから方針の
変更はないものの、「31≦WBGTでは、原則試
合中止・中断・延期」を徹底し、躊躇なく中止
等を判断するよう注意喚起

• 熱中症予防対策として、熱中症に関する知識
習得、情報の収集を行うことを規定

• 熱中症発生時の対応を規定
• クーリングブレーク、飲水タイムを前後半それぞれ

2回以上設定することも可能とすることを規定

全国の地域組織における熱中症対策の徹
底を図るため、ガイドラインで熱中症対策方
針を示した上で、ガイドラインに違反した場
合の対応についての条文を追加した。 ▲ガイドライン第９条



形式 対象 開催方法

パターン1 主に子ども
各クラブの練習場所
や試合場所に赴き
実施

パターン2 指導者 指導者が講習場所
に集合

事例３

特定非営利活動法人 府中市スポーツ協会／府中市

スポーツ協会と市それぞれで熱中症対策の取組を実施

府中市では、市とスポーツ協会が連携して熱中症対策のための取組を行っている。
府中市スポーツ協会では、毎年夏に熱中症予防講習会を開催し、加盟組織内外に対し
熱中症予防に係る知識の普及を行っている。
府中市では、熱中症警戒情報等を基準として熱中症の危険性が高い日の市主催イベントの
中止を含めた検討を行い、また、スポーツ施設のキャンセルについて、使用料の還付対応を行っ
ている。

概要

スポーツ施設使用料金の還付対応（府中市）

府中市では、東京都内で熱中症
警戒アラートが発表されていたり、
熱中症の危険性が高いと利用者
自らが判断して市立スポーツ施設
の利用を取りやめる場合、利用者
に対して使用料を還付している。
取組を令和２年から実施している。

POINT ２

講習を2つの形式で実施し広く啓発（府中市スポーツ協会）

府中市スポーツ協会では、 2つの異なる形
式で熱中症予防講習会を実施することで、
より多くの人々へ熱中症対策の知識普及
を図っている。
1つは、ジュニア育成地域推進事業の対象
である府中市のクラブ向けに、各クラブの
練習や試合を行っている会場に赴き現地で
2時間ほど実施する形式となっている。子供
向けに講習を行いながら、その場にいる指
導者や保護者にも啓発を行っている。
もう1つは、府中市スポーツ協会に加盟して
いる全団体向けに、講習場所を設けて実
施している。各団体に参加を呼びかけ、積
極的な啓発を行っている。

POINT １

▲熱中症予防講習会の形式

▲使用料の還付等について



事例４

足立区軟式野球連盟

活動時間／試合時間の制限を求める通達

足立区軟式野球連盟では、足立区やスポーツ協会
と連携し、子供達の健康と未来を守るため、徹底し
た取組を行っている。
具体的には、熱中症対策に係る通達を発出しホー
ムページに掲載することで、各地区リーグの試合時間
や各チームの活動（練習含む）時間を制限するな
ど、加盟団体に対して熱中症予防を促している。

概要

熱中症の危険度が高い時間帯の活動を制限（練習含む）

2023年の通達では、夏季期間中、①12時～15時に活動
しないこと（練習含む）、②足立区内の地区リーグの試合は
8時には開始し12時までには終了することを加盟団体に依頼
することで、気温が高くなる時間帯の活動を避けるようにしてい
る。活動時間制限のルールを決めるに当たっては、区や加盟団
体の意見をとりまとめることで、両者にとって受け入れやすい
ルールとなるようにしている。
また、上記の対応を取った上で熱中症になってしまった場合に
は、加盟団体から連盟に逐一報告することを求めており、
連盟として状況を把握できる体制を整えるなど、何かあった時
に連盟として速やかに対応できる環境作りに努めている。

POINT １

通達内容の実効性を高めるための対応

実際には通達内容を遵守せずに活動するチームや他地域の球場で活動することで通達内容
の適用を免れているチームがいる。そうした行為を繰り返すチームへの対応としては、加盟団体が
集まる全体会での繰り返しの要請に加え、個別で話し合いの場を設けたり、連盟の役員が
実際にグラウンドを見回りしたりすることによって、加盟団体全体に対する通達内容の浸透を
図っている。

POINT ２

▲連盟からの通達
（上記サイトからダウンロード可能）

▲連盟HPの通達掲載画面



熱中症特別警戒情報

・広域的に過去に例のない危険な暑さ等により、
熱中症救急搬送者数の大量発生を招き、医療
の提供に支障が生じるようなおそれがある場合
に発表されます。
・具体的には、都道府県内の全ての暑さ指数情
報提供地点において暑さ指数35以上となる時
などが該当します。

・高齢者、乳幼児等の熱中症にかかりやすい方の周りの方
は、熱中症にかかりやすい方が室内等のエアコン等によ
り涼しい環境で過ごせているか確認してください。
・熱中症にかかりやすくない方も、水分補給・塩分補給を
してください。
・校長や経営者、イベント主催者等の管理者は、全ての人
が熱中症対策を徹底できているか確認し、徹底できていない場合は、運動、外出、イベント等
の中止、延期、変更（リモートワークへの変更を含む。）等を判断してください。

［ 熱 中 症 特 別 警 戒 ア ラ ー ト ］
熱中症予防情報サイト

熱中症特別警戒アラートとは

熱中症を予防するために

熱中症特別警戒アラート等の色のイメージ

熱中症特別警戒アラート（熱中症特別警戒情報）発表中

熱中症警戒アラート（熱中症警戒情報）発表中

暑さ指数31・32に達する地域※

※暑さ指数31以上は、日本生気象学会の指針によると、危険とされており、
　日本スポーツ協会によると、運動は原則中止とされている。
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熱中症に関する情報

暑くなる前に
○熱中症やその対策等について学ぶ
○住まいの工夫など（エアコンの試運転）
○暑さになれて、暑さに強くなる準備（暑熱順化）

暑さ指数を提供している全国約840地点で、
気象情報を基に暑さ指数の予測値を算出

※熱中症特別警戒アラート及び熱中症警戒アラートの発表後の取り消し、また解除の案内はございません

前日14時頃に
該当地域自治体に発表

■発表時
・熱中症予防行動の徹底
・家族や周囲の人々による見守
り、声かけ等の共助等と公的
な支援である共助も活用
・運動、外出、イベント等の中
止や延期を検討推奨

当日0：00～23：59まで

前日17時頃に
該当地域に発表

当日５時頃に
該当地域に発表

熱中症特別警戒アラート熱中症警戒アラート

・涼しく過ごせる環境の確保　・水分、塩分補給の準備
・高齢者、乳幼児等熱中症にかかりやすい方への準備を確認
・翌日の運動、外出、イベント等の中止や延期を判断

前日

当日

暑さ指数、熱中症警戒アラート、熱中症特別警戒アラート等

0:000:00

3:003:00

6:006:00

9:009:00

12:0012:00

15:0015:00

18:0018:00

21:0021:00

3:003:00
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共通する当日までの準備・確認事項
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